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二

卸
売
市
場
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
三
十
五
号
）
（
第
二
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
目
的
）

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
卸
売
市
場
が
食
品
等
（
食
品
等
の
持
続
的
な
供
給
を

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
卸
売
市
場
が
食
品
等
の
流
通
（
食
品
等
の
流
通
の
合

実
現
す
る
た
め
の
食
品
等
事
業
者
に
よ
る
事
業
活
動
の
促
進
及
び
食
品
等
の

理
化
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
五
十
九
号
）

取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
五
十
九
号
。
以
下
「
食

第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
食
品
等
の
流
通
を
い
う
。
）
に
お
い
て
生
鮮
食

品
等
持
続
的
供
給
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
食
品
等
を

料
品
等
の
公
正
な
取
引
の
場
と
し
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
に

い
う
。
）
の
流
通
に
お
い
て
生
鮮
食
料
品
等
の
公
正
な
取
引
の
場
と
し
て
重

鑑
み
、
卸
売
市
場
に
関
し
、
農
林
水
産
大
臣
が
策
定
す
る
基
本
方
針
に
つ
い

要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
、
卸
売
市
場
に
関
し
、
農
林
水
産

て
定
め
る
と
と
も
に
、
農
林
水
産
大
臣
及
び
都
道
府
県
知
事
に
よ
る
そ
の
認

大
臣
が
策
定
す
る
基
本
方
針
に
つ
い
て
定
め
る
と
と
も
に
、
農
林
水
産
大
臣

定
に
関
す
る
措
置
そ
の
他
の
措
置
を
講
じ
、
そ
の
適
正
か
つ
健
全
な
運
営
を

及
び
都
道
府
県
知
事
に
よ
る
そ
の
認
定
に
関
す
る
措
置
そ
の
他
の
措
置
を
講

確
保
す
る
こ
と
に
よ
り
、
生
鮮
食
料
品
等
の
取
引
の
適
正
化
と
そ
の
生
産
及

じ
、
そ
の
適
正
か
つ
健
全
な
運
営
を
確
保
す
る
こ
と
に
よ
り
、
生
鮮
食
料
品

び
流
通
の
円
滑
化
を
図
り
、
も
っ
て
国
民
生
活
の
安
定
に
資
す
る
こ
と
を
目

等
の
取
引
の
適
正
化
と
そ
の
生
産
及
び
流
通
の
円
滑
化
を
図
り
、
も
っ
て
国

的
と
す
る
。

民
生
活
の
安
定
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
中
央
卸
売
市
場
の
認
定
）

（
中
央
卸
売
市
場
の
認
定
）

第
四
条

（
略
）

第
四
条

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

５

農
林
水
産
大
臣
は
、
第
一
項
の
認
定
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、

５

農
林
水
産
大
臣
は
、
第
一
項
の
認
定
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、

当
該
申
請
に
係
る
卸
売
市
場
に
つ
い
て
次
に
掲
げ
る
要
件
に
適
合
す
る
と
認

当
該
申
請
に
係
る
卸
売
市
場
に
つ
い
て
次
に
掲
げ
る
要
件
に
適
合
す
る
と
認

め
る
と
き
は
、
当
該
認
定
を
す
る
も
の
と
す
る
。

め
る
と
き
は
、
当
該
認
定
を
す
る
も
の
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

業
務
規
程
に
定
め
ら
れ
て
い
る
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
が
、
次
に

三

業
務
規
程
に
定
め
ら
れ
て
い
る
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
が
、
次
に

掲
げ
る
事
項
を
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

掲
げ
る
事
項
を
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

開
設
者
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
に
掲
げ

（
新
設
）

る
事
項
を
公
表
す
る
こ
と
。

⑴

当
該
卸
売
市
場
に
お
い
て
取
り
扱
う
食
品
等
持
続
的
供
給
法
第
四

十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
飲
食
料
品
等

55247
長方形
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⑵

⑴
に
掲
げ
る
指
定
飲
食
料
品
等
の
食
品
等
持
続
的
供
給
法
第
四
十

二
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
指
標

⑶

そ
の
他
食
品
等
持
続
的
供
給
法
第
三
十
六
条
各
号
に
掲
げ
る
措
置

の
実
施
に
資
す
る
事
項
と
し
て
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
も
の

ニ

（
略
）

ハ

（
略
）

四
～
九

（
略
）

四
～
九

（
略
）

６
・
７

（
略
）

６
・
７

（
略
）

（
地
方
卸
売
市
場
の
認
定
）

（
地
方
卸
売
市
場
の
認
定
）

第
十
三
条

（
略
）

第
十
三
条

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

５

都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
の
認
定
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、

５

都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
の
認
定
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、

当
該
申
請
に
係
る
卸
売
市
場
に
つ
い
て
次
に
掲
げ
る
要
件
に
適
合
す
る
と
認

当
該
申
請
に
係
る
卸
売
市
場
に
つ
い
て
次
に
掲
げ
る
要
件
に
適
合
す
る
と
認

め
る
と
き
は
、
当
該
認
定
を
す
る
も
の
と
す
る
。

め
る
と
き
は
、
当
該
認
定
を
す
る
も
の
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

業
務
規
程
に
定
め
ら
れ
て
い
る
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
が
、
次
に

三

業
務
規
程
に
定
め
ら
れ
て
い
る
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
が
、
次
に

掲
げ
る
事
項
を
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

掲
げ
る
事
項
を
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

開
設
者
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
に
掲
げ

（
新
設
）

る
事
項
を
公
表
す
る
こ
と
。

⑴

当
該
卸
売
市
場
に
お
い
て
取
り
扱
う
食
品
等
持
続
的
供
給
法
第
四

十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
飲
食
料
品
等

⑵

⑴
に
掲
げ
る
指
定
飲
食
料
品
等
の
食
品
等
持
続
的
供
給
法
第
四
十

二
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
指
標

⑶

そ
の
他
食
品
等
持
続
的
供
給
法
第
三
十
六
条
各
号
に
掲
げ
る
措
置

の
実
施
に
資
す
る
事
項
と
し
て
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
も
の

ニ

（
略
）

ハ

（
略
）

四
～
九

（
略
）

四
～
九

（
略
）

６
・
７

（
略
）

６
・
７

（
略
）

（
助
成
）

（
助
成
）
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第
十
六
条

国
は
、
中
央
卸
売
市
場
の
開
設
者
で
あ
っ
て
食
品
等
持
続
的
供
給

第
十
六
条

国
は
、
中
央
卸
売
市
場
の
開
設
者
で
あ
っ
て
食
品
等
の
流
通
の
合

法
第
八
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
も
の
が
当
該
認
定
に
係
る
同
項
に
規
定

理
化
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
第
五
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た

す
る
流
通
合
理
化
事
業
活
動
計
画
（
同
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
食
品

も
の
が
同
法
第
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
認
定
計
画
（
次
項
に
お
い
て
「
認

等
持
続
的
供
給
法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
認
定
が
あ
っ
た
と

定
計
画
」
と
い
う
。
）
に
従
っ
て
当
該
中
央
卸
売
市
場
の
施
設
の
整
備
を
行

き
は
、
そ
の
変
更
後
の
も
の
。
次
項
に
お
い
て
「
認
定
流
通
合
理
化
事
業
活

う
場
合
に
は
、
当
該
開
設
者
に
対
し
、
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
当
該
施

動
計
画
」
と
い
う
。
）
に
従
っ
て
当
該
中
央
卸
売
市
場
の
施
設
の
整
備
を
行

設
の
整
備
に
要
す
る
費
用
の
十
分
の
四
以
内
を
補
助
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

う
場
合
に
は
、
当
該
開
設
者
に
対
し
、
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
当
該
施

設
の
整
備
に
要
す
る
費
用
の
十
分
の
四
以
内
を
補
助
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

国
及
び
都
道
府
県
は
、
中
央
卸
売
市
場
又
は
地
方
卸
売
市
場
の
開
設
者
で

２

国
及
び
都
道
府
県
は
、
中
央
卸
売
市
場
又
は
地
方
卸
売
市
場
の
開
設
者
で

あ
っ
て
食
品
等
持
続
的
供
給
法
第
八
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
も
の
が
認

あ
っ
て
食
品
等
の
流
通
の
合
理
化
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
第
五

定
流
通
合
理
化
事
業
活
動
計
画
に
従
っ
て
当
該
中
央
卸
売
市
場
又
は
地
方
卸

条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
も
の
が
認
定
計
画
に
従
っ
て
当
該
中
央
卸
売
市

売
市
場
の
施
設
の
整
備
を
行
う
場
合
に
は
、
当
該
開
設
者
に
対
し
、
必
要
な

場
又
は
地
方
卸
売
市
場
の
施
設
の
整
備
を
行
う
場
合
に
は
、
当
該
開
設
者
に

助
言
、
指
導
、
資
金
の
融
通
の
あ
っ
せ
ん
そ
の
他
の
援
助
を
行
う
よ
う
に
努

対
し
、
必
要
な
助
言
、
指
導
、
資
金
の
融
通
の
あ
っ
せ
ん
そ
の
他
の
援
助
を

め
る
も
の
と
す
る
。

行
う
よ
う
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

第
十
八
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
当
該
違
反
行
為

第
十
八
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
三
十
万
円
以
下
の
罰

を
し
た
者
は
、
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

金
に
処
す
る
。

一

第
四
条
第
七
項
又
は
第
十
三
条
第
七
項
の
規
定
に
違
反
し
て
、
中
央
卸

一

第
四
条
第
七
項
又
は
第
十
三
条
第
七
項
の
規
定
に
違
反
し
て
、
中
央
卸

売
市
場
若
し
く
は
地
方
卸
売
市
場
又
は
こ
れ
ら
に
紛
ら
わ
し
い
名
称
を
称

売
市
場
若
し
く
は
地
方
卸
売
市
場
又
は
こ
れ
ら
に
紛
ら
わ
し
い
名
称
を
称

し
た
と
き
。

し
た
者

二

第
十
二
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
十
四
条
に

二

第
十
二
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
十
四
条
に

お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
報
告
を

お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
報
告
を

せ
ず
、
若
し
く
は
資
料
を
提
出
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告
を
し
、
若

せ
ず
、
若
し
く
は
資
料
を
提
出
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告
を
し
、
若

し
く
は
虚
偽
の
資
料
を
提
出
し
、
又
は
同
項
（
第
十
四
条
に
お
い
て
読
み

し
く
は
虚
偽
の
資
料
を
提
出
し
、
又
は
同
項
（
第
十
四
条
に
お
い
て
読
み

替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
拒
み
、
妨
げ

替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
拒
み
、
妨
げ

、
若
し
く
は
忌
避
し
た
と
き
。

、
若
し
く
は
忌
避
し
た
者



３

（
略
）

３

（
略
）

附

則

こ
の
省
令
は
、
食
品
等
の
流
通
の
合
理
化
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
及
び
卸
売
市
場
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。）の
施
行
の
日
（
令
和
七
年
十
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
中
食

品
等
の
流
通
の
合
理
化
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
十
七
条
を
第
二
十
四
条
と
し
、
第
二
十
四
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
（
同
規
則
第
十
七
条
を
第
二
十
四
条
と
す
る
部
分
を
除
く
。）は
、
改
正
法
附
則
第
一
条

第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
八
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

る
環
境
負
荷
低
減
事
業
活
動
実
施
計
画
又
は
特
定
環
境
負
荷
低
減
事
業
活
動
実
施
計
画
に
係
る
も
の
は
、
当
該

区
域
を
管
轄
す
る
地
方
農
政
局
長
に
委
任
す
る
。
た
だ
し
、
農
林
水
産
大
臣
が
自
ら
そ
の
権
限
を
行
う
こ
と
を

妨
げ
な
い
。

施
計
画
又
は
特
定
環
境
負
荷
低
減
事
業
活
動
実
施
計
画
に
係
る
も
の
は
、
当
該
食
品
等
の
流
通
の
合
理
化
に
要

す
る
経
費
に
つ
い
て
国
の
補
助
が
見
込
ま
れ
る
場
合
を
除
き
、
当
該
区
域
を
管
轄
す
る
地
方
農
政
局
長
に
委
任

す
る
。

卸
売
市
場
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

卸
売
市
場
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
農
林
省
令
第
五
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
（
以
下
「
傍
線
部
分
」
と
い
う
。）で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
あ
る
も
の
は
、
こ
れ
を
当
該
傍
線
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に

掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
な
い
も
の
は
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

（
開
設
者
に
よ
る
食
品
等
持
続
的
供
給
法
に
係
る
公
表
）

第
三
条
の
二

法
第
四
条
第
五
項
第
三
号
ハ
の
規
定
に
よ
る
公
表
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
新
設
）

一

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
。

二

法
第
四
条
第
五
項
第
三
号
ハ

及
び

に
掲
げ
る
事
項
の
公
表
は
、
当
該
卸
売
市
場
の
取
扱
品
目
に
当
該

卸
売
市
場
に
お
い
て
取
扱
予
定
の
な
い
指
定
飲
食
料
品
等
（
食
品
等
の
持
続
的
な
供
給
を
実
現
す
る
た
め
の

食
品
等
事
業
者
に
よ
る
事
業
活
動
の
促
進
及
び
食
品
等
の
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律

第
五
十
九
号
。
以
下
「
食
品
等
持
続
的
供
給
法
」
と
い
う
。）第
四
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
飲
食
料

品
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）が
含
ま
れ
る
場
合
は
、
当
該
指
定
飲
食
料
品
等
に
係
る
も
の
を
除
い
て
行
う
こ

と
。

２

法
第
四
条
第
五
項
第
三
号
ハ

の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
食
品
等
持
続
的
供
給
法
第
三
十
六
条

各
号
に
掲
げ
る
措
置
の
内
容
と
す
る
。

（
中
央
卸
売
市
場
に
係
る
軽
微
な
変
更
）

（
中
央
卸
売
市
場
に
係
る
軽
微
な
変
更
）

第
十
二
条

法
第
六
条
第
一
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、
次
に
掲
げ
る
変
更
と
す
る
。

第
十
二
条

法
第
六
条
第
一
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、
次
に
掲
げ
る
変
更
と
す
る
。

一
〜
八

（
略
）

一
〜
八

（
略
）

九

業
務
規
程
の
変
更
（
法
第
四
条
第
五
項
第
三
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
並
び
に
第
四
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
事
項

並
び
に
遵
守
事
項
の
内
容
の
変
更
を
伴
う
も
の
を
除
く
。）

九

業
務
規
程
の
変
更
（
法
第
四
条
第
五
項
第
三
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
並
び
に
第
四
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
事
項

並
び
に
遵
守
事
項
の
内
容
の
変
更
を
伴
う
も
の
を
除
く
。）

（
開
設
者
に
よ
る
食
品
等
持
続
的
供
給
法
に
係
る
公
表
）

第
十
八
条
の
二

法
第
十
三
条
第
五
項
第
三
号
ハ
の
規
定
に
よ
る
公
表
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
新
設
）

一

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
。

二

法
第
十
三
条
第
五
項
第
三
号
ハ

及
び

に
掲
げ
る
事
項
の
公
表
は
、
当
該
卸
売
市
場
の
取
扱
品
目
に
当

該
卸
売
市
場
に
お
い
て
取
扱
予
定
の
な
い
指
定
飲
食
料
品
等
が
含
ま
れ
る
場
合
は
、
当
該
指
定
飲
食
料
品
等

に
係
る
も
の
を
除
い
て
行
う
こ
と
。

２

法
第
十
三
条
第
五
項
第
三
号
ハ

の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
食
品
等
持
続
的
供
給
法
第
三
十
六

条
各
号
に
掲
げ
る
措
置
の
内
容
と
す
る
。

令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報
〇
農
林
水
産
省
令
第
四
十
二
号

食
品
等
の
流
通
の
合
理
化
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
及
び
卸
売
市
場
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
七
年
法
律
第
六
十
九
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
卸
売
市
場
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
三
十
五
号
）
第
四
条
第
五
項

第
三
号
ハ
及
び
第
十
三
条
第
五
項
第
三
号
ハ
の
規
定
に
基
づ
き
、
卸
売
市
場
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
九
月
十
八
日

農
林
水
産
大
臣

小
泉
進
次
郎





（
地
方
卸
売
市
場
に
係
る
軽
微
な
変
更
）

（
地
方
卸
売
市
場
に
係
る
軽
微
な
変
更
）

第
二
十
六
条

法
第
十
四
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
六
条
第
一
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
軽

微
な
変
更
は
、
次
に
掲
げ
る
変
更
（
都
道
府
県
が
別
に
定
め
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
変
更
）
と
す
る
。

第
二
十
六
条

法
第
十
四
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
六
条
第
一
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
軽

微
な
変
更
は
、
次
に
掲
げ
る
変
更
（
都
道
府
県
が
別
に
定
め
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
変
更
）
と
す
る
。

一
〜
八

（
略
）

一
〜
八

（
略
）

九

業
務
規
程
の
変
更
（
法
第
十
三
条
第
五
項
第
三
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
並
び
に
第
四
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
事

項
並
び
に
遵
守
事
項
の
内
容
の
変
更
を
伴
う
も
の
を
除
く
。）

九

業
務
規
程
の
変
更
（
法
第
十
三
条
第
五
項
第
三
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
並
び
に
第
四
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
事

項
並
び
に
遵
守
事
項
の
内
容
の
変
更
を
伴
う
も
の
を
除
く
。）

附

則

こ
の
省
令
は
、
食
品
等
の
流
通
の
合
理
化
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
及
び
卸
売
市
場
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
八
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

法

規

的

告

示

食
品
、
添
加
物
等
の
規
格
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

食
品
、
添
加
物
等
の
規
格
基
準
（
昭
和
三
十
四
年
厚
生
省
告
示
第
三
百
七
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍

線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。）は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る

も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

第
１
食
品

第
１
食
品

Ａ
食
品
一
般
の
成
分
規
格

Ａ
食
品
一
般
の
成
分
規
格

［
１
～
５
略
］

［
１
～
５
略
］

６
５
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

の
表
の
第
１
欄
に
掲
げ
る
農
薬
等
の
成
分
で
あ
る
物
質
は
、
同
表
の
第

２
欄
に
掲
げ
る
食
品
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
３
欄
に
定
め
る
量
を
超
え
て
当
該
食
品
に
含

有
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

の
表
の
食
品
の
欄
に
掲
げ
る
食
品
に

つ
い
て
は
、
同
表
の
検
体
の
欄
に
掲
げ
る
部
位
を
検
体
と
し
て
試
験
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
、

の

表
の
第
１
欄
に
掲
げ
る
農
薬
等
の
成
分
で
あ
る
物
質
に
つ
い
て
同
表
の
第
３
欄
に
「
不
検
出
」
と
定
め
て

い
る
同
表
の
第
２
欄
に
掲
げ
る
食
品
に
つ
い
て
は
、

か
ら

ま
で
に
規
定
す
る
試
験
法
に
よ
っ
て
試
験

し
た
場
合
に
、
そ
の
農
薬
等
の
成
分
で
あ
る
物
質
が
検
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

６
５
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

の
表
の
第
１
欄
に
掲
げ
る
農
薬
等
の
成
分
で
あ
る
物
質
は
、
同
表
の
第

２
欄
に
掲
げ
る
食
品
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
３
欄
に
定
め
る
量
を
超
え
て
当
該
食
品
に
含

有
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

の
表
の
食
品
の
欄
に
掲
げ
る
食
品
に

つ
い
て
は
、
同
表
の
検
体
の
欄
に
掲
げ
る
部
位
を
検
体
と
し
て
試
験
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
、

の

表
の
第
１
欄
に
掲
げ
る
農
薬
等
の
成
分
で
あ
る
物
質
に
つ
い
て
同
表
の
第
３
欄
に
「
不
検
出
」
と
定
め
て

い
る
同
表
の
第
２
欄
に
掲
げ
る
食
品
に
つ
い
て
は
、

か
ら

ま
で
に
規
定
す
る
試
験
法
に
よ
っ
て
試
験

し
た
場
合
に
、
そ
の
農
薬
等
の
成
分
で
あ
る
物
質
が
検
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。


食
品
に
残
留
す
る
農
薬
等
の
成
分
で
あ
る
物
質
の
量
の
限
度


食
品
に
残
留
す
る
農
薬
等
の
成
分
で
あ
る
物
質
の
量
の
限
度

第
１
欄

第
２
欄

第
３
欄

第
１
欄

第
２
欄

第
３
欄

［
略
］

［
略
］

イ
ソ
フ
ェ
タ
ミ
ド

大
豆

005p
p
m

イ
ソ
フ
ェ
タ
ミ
ド

大
豆

005p
p
m

小
豆
類

009p
p
m

小
豆
類

009p
p
m

え
ん
ど
う

009p
p
m

え
ん
ど
う

009p
p
m

そ
ら
豆

009p
p
m

そ
ら
豆

009p
p
m

そ
の
他
の
豆
類

009p
p
m

そ
の
他
の
豆
類

009p
p
m

は
く
さ
い

７
p
p
m

は
く
さ
い

７
p
p
m

キ
ャ
ベ
ツ

９
p
p
m

キ
ャ
ベ
ツ

９
p
p
m

令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報
〇
内
閣
府
告
示
第
百
二
十
三
号

食
品
衛
生
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
三
十
三
号
）
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
食
品
、
添
加
物
等
の
規
格
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
九
月
十
八
日

内
閣
総
理
大
臣

石
破

茂






